R6　夏　大教組　本部　

項目６（１）

〇　教育振興基本企画は、教育基本法第１７条第2項及び大阪府教育行政基本条例第3条の規定に基づき、大阪の教育振興に関する基本的な目標及び施策の大綱、並びに施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項について、大阪府教育振興基本計画審議会での意見やパブリックコメント等を踏まえた案を作成した後、府議会の議決により策定されるものである。

〇　事業計画は、教育振興基本計画に掲げた目標の実現に向け、取り組むべき施策や事業を取りまとめたもので、実施にあたっては、市町村や学校現場と連携し、効果的に取組みを進めてまいる。

項目３０（２）

〇　府教育庁では、府立学校ネットワークサポートセンターを設け、校務用端末の使用やLAN教室端末等の機器、およびネットワーク等に関する各校からの問合せに対応しているところ。

〇　また、全校トップページに、統合ＩＣＴネットワーク及び学校情報ネットワークそれぞれのチームサイトを掲載し、ネットワークを管理されている教職員の負担軽減になるよう努めている。

〇　併せて、ＧＩＧＡスクール運営支援センターを設け、全教職員を対象として、児童生徒1人1台端末に関する問合せ対応やＦＡＱサイトの充実、学校訪問による問題の解決を行うとともに、クラウドサービスに関する設定作業の代行等を通じて、各校の支援を実施しているところ。

項目３３（３）

〇　緊急時の具体的対応や災害時の避難等の安全対策については、博覧会協会が防災基本計画（初版）をまとめており、今後、現場での具体的な対策等の検討を進め、夏頃を目途に防災実施計画が策定される予定と聞いている。


項目１６（１）

〇　府立学校の再編整備については、「府立高等学校再編整備方針」（平成25年3月）に基づき、平成26年度から平成30年度を計画期間とする「大阪府立高等学校・大阪市立高等学校再編整備計画」、令和元年度から令和5年度を計画期間とする「大阪府立高等学校・大阪市立高等学校再編整備計画」を策定し、エンパワメントスクールの設置、普通科総合選択制高校の総合学科や普通科専門コース設置校への改編、多様な教育実践校への改編、募集停止などを実施してきた。

〇　また、令和5年3月に令和5年度から令和9年度を計画期間とする「府立高等学校再編整備計画」を新たに策定し、同計画に基づき、令和5年度は、11月の教育委員会会議で特色ある教育活動を他校に継承・発展させる機能統合による学校の再編整備および統合整備による新校の設置に着手することを決定し、同計画に基づく取り組みを行っているところ。

〇　今後とも府立高校の教育内容の充実と併せて、適正な配置を推進する観点から再編整備を計画的に進めてまいる。

項目１１（７）

〇　研修の受講奨励については、国の「研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励に関するガイドライン」において示されている「教師が自らの研修ニーズと自分の強みや弱み、今後伸ばすべき力や学校で果たすべき役割を踏まえながら、必要な学びを主体的に行っていく」といった考え方を踏まえ、令和6年度より各校にて実施しているところ。

〇　受講奨励の実施にあたり、奨励する研修の頻度や回数についての定めはなく、研修の受講そのものが目的ではないことを踏まえた上で行うこととしている。

〇　府教育庁としては、引き続き、教員の資質・能力の向上を図ることができるよう、管理職が一人ひとりの教員に応じた研修の受講奨励を含む適切な指導助言を行うよう指導してまいる。

項目１６（３）

〇　令和7年度入学者選抜については、今年3月に方針を決定、公表し、6月上旬に市町村教育委員会及び中学校等の校長を対象に説明を行った。また、6月に「大阪府公立高等学校等ガイド」を作成し、府内の公立中学校の3年生全員に配布した。
　　今年度は、昨年度に引き続き、「大阪府公立高校進学フェア2025」を開催し、その中で入学者選抜制度について説明する時間を設けるとともに、府のウェブページにおいて説明動画の配信を行うなど、中学生や保護者の皆さんに制度の周知を図ってまいる。10月には実施要項を定め、市町村教育委員会や中学校等の進路指導担当者などに対して説明を行う。今後とも、選抜にかかわる事項について、市町村教育委員会、中学校等に対して丁寧な説明に努めてまいる。

〇　平成28年度以降の入学者選抜における調査書については、中学校での学習活動を幅広く評価するために、評価対象学年を第1学年から第3学年までの全学年に拡大した。
　　また、「活動/行動の記録」については、これまでの総合所見欄に代わるもので、総合的な学習の時間や特別活動、部活動、学校行事の記録など、学校内での日常生活を含む中学校でのあらゆる教育活動、学校生活全般にわたる行動の記録を、具体的事実を示して記録することとしている。
　　これは生徒を学力だけでなく、人物像も含めて多面的に評価したいという観点から選抜資料として活用するものである。

〇　入学者選抜においては調査書の絶対評価の公平性を確実に担保すること、まら、生徒、保護者にとってわかりやすいものとすることが重要であり、実際に受験する生徒たちの学力状況を客観的に表す数値を用いることが肝心との考えから、チャレンジテストの結果を活用した府内統一ルールを定めている。

項目１８（１）

〇　高等学校の学級編成については、国が定める40人という標準を堅持しつつ、多様な高校教育の展開に対応することとしている。
　　府教育委員会としては、この趣旨に沿って、それぞれの学校の実情に応じて、教育条件の改善を図ってまいりたい。

項目20（３）

〇　大阪府立学校の学校給食費については、国の臨時交付金を活用し、令和4年度から引き続き、令和6年度も無償としたもの。

〇　一方、市町村に対しては、同交付金の趣旨を踏まえ、保護者負担軽減の検討を行うよう依頼しているところ。
〇　学校給食費の保護者負担について、府として財政措置を講ずることは困難であるが、国に対しては保護者負担軽減のため、制度の見直しを含め、具体的な施策を早期に示すとともに、無償化を実施する学校設置者への財政措置を講じるよう、「令和6年度国の施策並びに予算に関する提案・要望」においても要望しており、今後も要望してまいる。

項目３１（１）

〇　「ICT活用による体力向上事業（小学3・4年生スポーツテスト）は、各市町村教育委員会の協力のもと、ともに小学生の体力向上を目指す取組みである。

〇　ICTを活用し、児童が直接記録を入力すると、自動でデータの集計・分析ができ、画面上で個人結果票を見ることができる。さらに、その場でできる運動遊びを検索すると、一人ひとりに合った楽しい運動遊びが提案されるプログラムとなっている。

〇　また、このシステムを活用することで、運動遊びを記載したポスターをダウンロードして教室掲示をしたり、運動遊びを取り入れた指導計画案を作成したりすることもできる。さらに、経験の浅い教員でも指導のポイントが即時に把握でき、子どもたちの課題を踏まえた具体的な取組み等の計画時に活用できる。

〇　昨年度の事業実施校における好事例の発信や、課題を分析しマニュアルの改善を行うなど、負担軽減に努めているところ。
　引き続き市町村教育委員会と連携をしながら効果的に運用できるよう充実・改善に努めてまいる。

項目７（２）

〇　学習主導要領総則第1の1において、「各学校においては、教育基本法及び学校教育法その他の法令ならびにこの章以下に示すところに従い、児童（生徒）の人間として調和のとれた育成を目指し、児童（生徒）の心身の発達の段階や特性及び学校や地域の実態を十分考慮して、適切な教育課程を編成するもの」と示されているところであり、各学校で創意工夫を生かした教育課程を編成することが求められている。

項目８（１）

〇　全国学力・学習状況調査は、文部科学省を実施主体、市町村教育委員会を参加主体として実施されるものであり、府教育庁が実施するかどうかを言及する立場にない。
〇　「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」は、スポーツ庁を実施主体、市町村教育委員会を参加主体として実施されるものであり、府教育庁としては、市町村別結果や学校別結果の取扱いについては、実施要領に基づき適切に対応する。

項目９（１）

〇　小学校すくすくウォッチは、各市町村教育委員会の協力のもと、共に小学生の学力向上の取組みを進めるために実施している。子ども一人ひとりの力を伸ばすため、その良さを引き出すとともに子どもたちが自分自身の学習を振り返り、その後の学習に活かせるよう、ウォッチシート（個人票）には、アンケートやわくわく問題（教科横断型問題）等から見られる良さを記載して返却している。また、学校が進めているすばらしい取組みを普及する。これまで学校で採点、分析していただいていたものを府が代わって行い、子ども、学校の役に立つ資料を提供することで負担減につなげているところ。

〇　教員アンケートは、学校や教員の状況を把握し、学校全体として、どのような授業や取組みが子どもたちの力を伸ばしているのかを分析することを目的として実施している。また、子どもたちの力を伸ばしている授業や取組み等を明らかにし、共有することで、学力向上につなげられるようにするために必要な項目を設定している。加えて、教員自身の現状をふまえた上で、教員の指導が児童にどのように作用しているのかを見出し、その中でより良い指導を見出せるようにしている。なお、令和5年度からオンラインで実施しており、画面上で回答を選択して進められるようにしているところ。

項目１６（３）

〇　チャレンジテストについては、本テスト結果を活用し、大阪の子どもたちの学力を把握・分析し、教育指導の工夫改善を図るとともに、大阪府公立高等学校入学者選抜の調査書の評定の公平性の担保に資する資料を作成することを目的に実施しているところ。

項目１８（１）

〇　府としては、35人学級が未実施の学年については、国加配を活用して「少人数習熟度別指導」か「35人学級編成」かを、市町村が実情に合わせて選択できる取組みを、今後も継続する。
　国に対しては、35人学級を中学校にも拡充するよう、要望を行っているところ。


項目２

〇　皆様方との良き労使関係については、これまでの経過を尊重し、今後とも、双方の努力によって築いてまいりたい。

〇　また、職員の勤務労働条件にかかわる事項については、所要の協議を行うとともに、教育施策の実施にあたり勤務条件に密接にかかわる事項（管理運営時効）については、必要に応じて説明を行ってまいりたい。

項目１１（８）

〇　「研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励」は、研修履歴の記録によって教員が自ら学びを振り返るとともに、管理職が研修の奨励を含む適切な指導助言を行うことにより、効果的かつ主体的な資質向上・能力開発に資することを目的としている。

〇　一方、人事評価は、当該教員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績を評価するものである。

〇　受講奨励は人事評価制度とは区別すべきものであり、研修履歴や研修量の多寡そのものが人事評価に直接反映されるものではないということも留意するよう併せて指導しているところ。

〇　府教育庁としても、引き続き、校長が教員の人材育成や専門性・能力の確保などの観点から研修受講の奨励を行うよう指導してまいる。

項目１２

〇　教職員の評価・育成システムについては、教職員の意欲・資質能力の一層の向上を図ることにより、教育活動をはじめとする様々な活動の充実、組織の活性化を図ることを目的として実施しているところ。

〇　平成25年度からは、授業アンケートを踏まえた教員評価の仕組みを導入し、この間、客観性、適正性を読栄一層確保するため必要な改定を行いながら定着を図ってきたところ。

〇　今年度実施する「教職員の評価・育成システム」に関する教職員アンケートの結果等も踏まえ、引き続き評価・育成システムがより良い制度となるよう、今後も必要に応じて改善に取り組んでまいりたい。

〇　なお、今後とも勤務時間にかかわる事項については、皆様方と協議してまいりたい。

項目２１（１）③、項目３２（２）

〇　府立学校における働き方改革を進めるため、令和5年7月に教員を対象とするアンケート調査を実施し、業務の状況等を把握するとともに長時間勤務の要因に関する分析を行い、その結果や今後の取組についてとりまとめ、令和6年2月に公表したところ。

〇　分析の結果、部活動が長時間勤務の主な要因のひとつとなっていることから、活動時間の上限等の遵守に向け、部活動の計画的な運営管理や好事例等を盛り込んだ「部活動働き方改革マニュアル」を新たに作成し、時間外在校等時間の縮減と教員の意識改革に取り組んでまいる。

〇　併せて、ICTを活用した校務運営の効率化や多様な人材配置等に取り組むことで、教員の負担軽減とワークライフバランスを実現させてまいる。

項目２１（１）④

〇　教職員の時間外等実績などの取扱いについては、法の趣旨を踏まえた適切なものとなるよう機会をとらえて、各学校長、市町村教育委員会に対して指導しているところであり、勤務時間管理については、各学校長により適切に行われるものと認識している。

項目２４（５）

〇　職員の勤務労働条件にかかわる事項については、今後も皆様方と十分に協議を行ってまいりたい。

項目２４（６）

〇定年引上げ後の職員の給料月額については、皆様方と協議の上、当分の間、60歳に達した日後の最初の4月1日（特定日）以後に適用される級号給の7割水準に設定したところ。

〇　引き続き、勤務労働条件に関わる事項については、皆様方と十分に協議を行ってまいりたい。

項目２６（２）

〇　会計年度任用職員の給与については、令和4年4月から「常勤職員の給料表を基礎」とし、「職務経験等の要素を考慮」する制度に見直したところ。

〇　また、常勤職員に準じて令和5年4月1日に遡って報酬及び期末手当を改定した。

〇　なお、地方自治法の改正に伴うパートタイムの会計年度任用職員に対する勤勉手当については、令和6年度から支給している。

〇　今後とも、勤務労働条件にかかわる諸事項については、皆様方と十分に協議を行ってまいりたい。

項目２６（３）

〇　臨時的任用職員の処遇については、「「職員の給与に関する条例」等の規定に基づき措置しているところ。

〇　教育職給料表の2級は教諭の職務の級とされており、臨時講師に適用することは困難である。

項目２６（４）

〇　非常勤講師の報酬については、勤務実績に応じた報酬となるよう是正したものであり、ご要求に応じることは困難である。

〇　また、非常勤講師の報酬単価については、基本的に常勤職員の給与改定の状況に応じて単価を見直してきたところ。

〇　期末手当の支給など、会計年度任用職員制度への移行に伴う勤務労働条件の見直しについては、皆様方との協議の上決定したところ。

〇　なお、勤勉手当についても、地方自治法の改正に伴い、パートタイムの会計年度任用職員に対し、令和6年度から支給している。

項目３０（１）④

〇　教職員の評価・育成システムは「「すべての教職員が学校の目標を共有し、その達成に向けた個人目標を主体的に設定して、校長等の支援を受けながら、意欲的に取り組みを進めることを基本」とし」実施しているところ。

〇　なお、評価・育成システムでは、ICT機器の活用の有無のみで評価するものではなく、教職員が職務を遂行するにあたり、発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績を評価するものとしているところ。

項目１７（２）

〇　府立高等学校については、平成23年度から、授業料無償化による業務軽減に加え、学校事務業務の集約化、受付窓口業務の改善等により、学校事務の運営体制の見直しを行ったもの。

〇　また、平成26年度からの高校授業料無償化制度の見直しに伴う事務処理体制については、事務の性質等を総合的に勘案し、平成27年度より賃金職員の活用により対応しているところ。

〇　令和6年度以降の事務処理体制については、校長ヒアリング等を通じ、事務室の状況把握に努めており、引き続き、学校運営に支障をきたさないよう、適切に対応してまいる。

項目１８（１）

〇　府としては、35人学級が未実施の学年については、国加配を活用し「少人数習熟度別指導」か「35人学級編成」かを、市町村が実情に合わせて選択できる取組みを、今後も継続する。
　国に対しては、35人学級を中学校にも拡充するよう、要望を行っているところ。

〇　少人数学級・教職員定数増等については、子ども一人ひとりと向き合い、きめ細かな教育を実践していくためには、学校現場を支える教職員の確保が不可欠であることから、これまでも国に対して新たな定数改善計画の策定を要望してきた。

〇　文部科学省では、令和６年度当初予算において、教科指導の専門性を持った教師による小学校における高学年の教科担当制の強化や、小学校における35人学級の計画的な整備等を図り、義務教育9年間を見通した指導体制による新しい時代にふさわしい質の高い教育の実現を図るとともに、学校における働き方改革、複雑化・困難化する教育課題へ対応するため、教職員定数5,660人の改善が行われてきたところ。

〇　引き続き、国に対して働きかけるとともに、児童・生徒数の動向、教育水準や教育課題への対応等を踏まえながら、適切に対応してまいる。

項目２２（１）、２５（１）、２６（１）

〇　定数内講師等に関するご要求の22（1）、25（1）、26（1）について、一括してお答えする。

〇　府教育庁としては、定数の範囲においては、基本は正規教員が担うものと考えている。

〇　採用予定数については、児童・生徒数や教職員の退職者数、国の定数改善計画等の動向を踏まえつつ、教員が有する経験や指導方法の円滑な伝承、学校運営体制の維持、管理職の確保等のためのバランスの取れた年齢構成等に配慮しながら、毎年度決定している。

〇　新規採用数については、これまでも採用予定数に見合うよう確保に努めてきたところ。

〇　なお、教員採用選考においては、これまで常勤講師等経験者について、第1次選考に加点を行ってきたところ、令和6年度実施の教員採用選考より、第1次選考（筆答テスト）を免除している。

〇　代替者の確保については、国による財源措置を活用することにより、今年度から小中学校では養護教諭、栄養教諭及び学校事務職員に、支援学校では栄養教諭に対象職種を拡大し、7月末までの期間に産育休を取得する教員を対象に年度当初から臨時的任用職員を前倒しで任用する措置を実施しているところ。

〇　期間の延長等については、欠員の発生状況やなり手、財源の確保といった観点から前向きな回答をすることは困難であるが、引き続き、講師確保の取組みを進めてまいる。

〇　今後とも、可能な限り新規採用者を確保し、また、代替講師の速やかな任用に努めてまいる。
項目２３（２）

〇　ハラスメントの防止及び対応については、府教育庁又は各市町村教委で策定しているハラスメント指針に基づき、これまで相談体制の充実を図り、問題解決を迅速かつ適切に行えるよう努めてまいった。

〇　令和2年度、府立学校教職員を対象に実施した「教職員間のハラスメント実態調査アンケート」の結果を踏まえ、令和4年4月よりハラスメント専門相談窓口について、外部相談機関（第三者機関）に委託するとともに、相談時間を拡大するなど、相談窓口の拡充を行った。

〇　また、ハラスメント調査については、外部相談機関（第三者機関）等からの助言を得ながら、相談者、行為者、関係者への聞き取りを行い、ハラスメント指針に照らし合わせて、ハラスメントの有無について判断を行っている。

〇　今後とも、ハラスメントのない、快適な働きやすい環境づくりに努めてまいる。

項目２４（５）、２４（６）、２４（７）、２４（８）

〇　定年引上げに関するご要求の24（5）～（8）について、一括してお答えする。

〇　65歳への段階的な定年年齢の引上げについては、令和5年9月に年度末年齢59歳の教職員に対し、情報提供・意思確認を行ったところ。

〇　今年度も同時期に同様の情報提供・意思確認を行うことを予定している。

〇　なお、高齢を理由とした体育実技軽減の適用は困難である。

〇　定年前再任用短時間勤務職員は、退職前と同様の本格的業務に従事することから、常勤職員とあわせてトータルで定数管理を行っている。

〇　引き続き、勤務労働条件にかかわる事項について皆様方と十分に協議を行ってまいる。

項目２６（５）

〇　非常勤講師は教科指導を行っていただくことが基本であり、学習指導要領において、年間の授業時間数の標準が35週と定められていることを踏まえ、各学校や市町村教育委員会に対し配当を行っているところ。

〇　また、非常勤講師の勤務時間は授業に付随する準備や評価の時間として授業の開始時刻の前5分、終了時刻の後5分を含むものとし、現行の報酬単価を設定している。

〇　なお、学校長及び市町村教育委員会に対しては、できる限り合間のコマが生じないよう、勤務時間が連続するように配慮をお願いしているところ。

項目２６（７）

〇　「講師制度の概要」は登録制度や講師の勤務条件等の概要を記載しており、ホームページにおいて広く周知するとともに、講師登録時に登録者に配布している。また、講師に対する勤務条件の明示については、法令の規定に基づき、勤務条件明示書において書面で示すべき事項を適切に示しており、任用時に講師に交付するよう、学校長及び市町村教育委員会を指導しているところ。

〇　引き続き、各制度が正しく理解されるよう、学校長及び市町村教育委員会に対し指導を行ってまいる。

項目２３（６）―②

〇　市町村立学校の労働安全衛生対策の充実については、「市町村教育委員会に対する指導・助言事項」に学校規模に応じた労働安全衛生管理体制を確立するよう示している。

〇　また、市町村教育委員会教育長会議等においては、時間外労働が月80時間を超えた教職員への産業医面談等の実施や、公立学校共済組合が実施している「大阪メンタルヘルス総合センター」の各種健康相談事業等の積極的な活用を推奨し、メンタル不調の未然防止及び、心身の健康の保持増進のため労働安全体制の充実を図るよう指導している。

項目２８（５）

〇　府立学校の施設設備の点検については、府立学校施設長寿命化整備事業として、平成28年度から30年度までに実施した。劣化度調査の結果に基づく評価が4段階のうち、一番低かった施設や設備について、令和7年度までに改修工事を実施する計画としているが、劣化度調査後、劣化が進み、大規模改修が必要となったものについても、併せて改修工事を実施しているところ。
　　また、建築基準法に基づく点検の対象は、建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等、大きく4項目あり、それぞれの項目から多くの点検項目にわかれ、さらに細分化されているなど、項目が多岐にわたっている。
そのうち、緊急に改修が必要な個所については、子どもたちの安全・安心に関わることを最優先に考え、速やかに対応している。なお、小規模な改修などは、日常的な修繕費等で対応し、府立学校施設長寿命化整備事業費の対象となる大規模な改修については、当該事業費の予算を確保した上で、計画的に改修を実施している。

